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生月絶景
ポイントを
教えてください!!

あなた
の

1ヶ所

商品券贈呈

11万円万円の

1ヶ所

商品券贈呈

1万円の

生月島であなただけが
知っている絶景ポイント
大バエ灯台など有名だけど
見方を変えると今までにない
あなたしか知らない絶景
ポイント教えてください!!

応募
方法

募集
期間

賞 10 ヶ所程度選考し
１ヶ所１万円の商品券を贈呈します

令和３年
５月１日（土）～６月30日（水）

裏面または生月地区まちづくり
運営協議会ホームページ

生月絶景ポイント

生月絶景ポイント



「あなたの絶景ポイントを教えてください」応募要項

「あなたの絶景ポイントを教えてください」応募用紙

テーマ

賞　品

募集期間

該当場所

応募資格

応募規定

問合せ先

生月島にはたくさんの絶景がありますが、まだまだ知らない絶景ポイントや同じ場所でも見る方
向を変えると今まで知らなかった絶景ポイントがあるはずです。あなたしか知らない、そしてあ
なたこそが知っている絶景ポイントを募集します。

①１ヶ所につきお一人３点まで応募できますが、入賞は原則として１ヶ所おひとり１作品です。応
募箇所は応募者本人が撮影した未発表作品に限ります。また、デジタルカメラ、フィルムカメラ、
スマートフォン等撮影機材に制限はありません。撮影場所は陸地に限ります。（空撮などは不可）
②応募方法：絶景ポイントを撮影した写真を添付して応募してください。

■メール提出：メールにより応募する場合はメール本文に「タイトル」「氏名」「住所」「電話番号」「メー
ルアドレス」「撮影日時」「絶景ポイントへの一言」を記載し、以下のアドレスに送信してください。
15MBまでのJPEGファイル、TIFFファイルに限ります。メールで送られたものは、事務局のプリン
ターで、Ａ４サイズで出力しますので、撮影者の意図する色彩とは異なってしまうことがございま
すのでご了承ください。
■持参、郵便での応募：作品（Ａ４サイズプリントまたはデジタル媒体）を郵送ないし直接提出する場合は、下記に
必要事項を記載し提出してください。なお、プリント作品については返却できませんのでご了承ください。
③作品は、カラー、モノクロは問いません。但し、組み写真・画像合成処理（色調調整等の画像処理は可）を施した
作品は禁止とし、単写真のみとします。人物などの被写体に関する肖像権や著作権などについては、応募者の責
任において了承が得られたものとします。万一これらの問題が発生した場合、主催者は一切責任を負いません。
④入賞については主催者側で決定した審査委員会で行います。入賞者には直接連絡します。
⑤応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、応募作品の使用権は生月地区まちづくり運営協議会に帰属します。
広報活動（パンフレット・ポスター・webサイト・その他媒体・観光PR用品等）に無償で使用できるものとします。
また、広報活動のため作品を第三者に無償で貸与することがあります。
⑥応募作品の受付通知は行いません。また、応募作品の返却はできませんので、元データはご本人にて保管してく
ださい。
⑦応募規定に違反した場合、公序良俗に違反した場合や立入禁止、撮影禁止場所で撮影した場合等不適切と主催
者が判断した場合は入賞を取り消すことがあります。
⑧応募の際提供された個人情報は、当コンテスト以外の目的での使用や第三者への開示・提供はしません。

10 ヶ所程度選考し１ヶ所につき１万円の商品券を贈呈。

令和３年５月１日（土）～６月30日（水）

生月町内に限ります（平戸市生月町）。ただし立入が禁止された場所は対象から除外します。

町内外、年齢、プロ・アマは問いません。

〒859-5703　平戸市生月町里免2968番地3　　生月地区まちづくり運営協議会
TEL/FAX ： 0950-29-9080　　Email：ikimachi@triton.ocn.ne.jp
時間 ： 月～木曜日９時～16時　金曜日９時～15時（土日祝休み）

ikimachi@triton.ocn.ne.jp
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